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経済論叢(京 都 大学)第154巻 第2号,1994年8月

土地改良区か らみた都市 の水 問題

一 都市 コ ミュニテ ィの予備的考察一

薮 谷 あ や 子

1は じ め に

1.対 象一 都市 と水 ・水辺

水 の機能は実に多様であ る。水は人 々の生活 を脅かすが,生 命は水無 くして

生 きることはで きない。水は生産過程 において,素 材 として も手段 として も不

可欠な資源(用 水)で はあ るが,使 用済みの水や不要 な水 は排除 しなければ な

らない(排 水)。 この,排 除す ることによる水 の水質の問題,水 域 の汚濁防止

も劣 らず重要である。さらに,都 市化が進む近年では,水 と人間の関わ りは生

産 と生活面のみならず,自 然 と土地 を保全す る側面の重要性が高 まっている。

例 えば,水 辺は,多 様な動 ・植物たちの生息環境 として都市の 自然性 を育む

温床であ り,水 と闘い続けた幾代 にもわた る遠 き先人たちの労苦 を偲ばせ る歴

史的,文 化的遺産である。 同時 に,日 本の四季の景観 を構成する重要な要素で

あ るなど,水 辺 は地域社会 の固有価値 を高めなが ら人々に安 らぎ と潤 いを与え

る憩いの空 間,親 水空間 としての役 割を果 た して きた。また,都 市において,

水の器である中小河川,農 業水路,放 水路 な どが血脈 のよ うに張 り巡 らされて

在 ることは,都 市の基盤を安定させ る役割 を担 ってい るのである(イ ンフラス

トラクチュア)。 要す るに,水 と水辺 は地域の人々に開かれ た多機能 な公共資

産 と言 ってよいだろ う。

しかるに大都市で は,都 市構造の脆弱さは自然災害 を都市災害へ と増幅す る。

即ち,市 街地化によって保水 ・遊水機能が低下 し,雨 水流出量が増大す るた
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め,多 雨が続 けば都市 の低地部 は浸水 と溢水 とい う半ば人為的 な水害に悩 まさ

れ る。同時 に,自 己水源の枯渇,滞 留す る水量の減少によって 日常的な渇水状

況が生 じ,生 活用水の水源をますます遠隔の山間部 に求め,し か もそのよ うに

苦労 して得た水は高いコス トで浄化 に努 めなければならない状況にある。

このように,都 市の水 ・土地 ・環境諸問題 は不可分かつ複合的に現象 してお

り,そ の因果関係,内 的連関性を踏 まえることな しには個別分野の問題解決は

あ り得 ない と思われる。なかで も,水 問題に限定 しても,広 域の流系ご とに上

下水道,農 業水利,工 業用水,防 災な ど複数 の個 別水 システムが存在 し,そ れ

らが要素 とな って生態系 としての水循環 とい う全体 システムを構成 している。

従 って,シ ステム相互の関係の複雑 さ もさることなが ら,各 種水利をは じめ

とす る水をめ ぐる利害関係や 自然 と人工のバ ランス といった異質的要素 を考慮

しなが ら水 の全体像 を把握 しては じめて,包 括的 に水問題の制御のあ り方や土

地問題や環境問題への接近を図ることができるとい う次第であ る。

この ことは逆に,水 問題の解決は土地問題並 びに環境問題 の解決 と統合 的に

図 られ ることな しにはあ り得 ない ことを意味す る。即 ち,こ れ ら諸 問題は技術

的 もし くは行政区域別にのみ対応 され るのではな く,流 域全体の水及び土地利

用 とい った広域の土地利用計画 に位置づ けると同時に,生 産及び消費様式 など

社会システムの変革を要請す る段階 にまで悪化 している,と い う現状認識 こそ

を強調 したい。後述す る水辺再生事業の多様化 ・戦略化 も,あ くまで この現状

認識 に立ちか えってこそ,は じめて評価が定 まるものであろう。

2,分 析視角

本稿 は水 と人間 ・社会 ・都市等 の多様な関わ りの うち,土 地改皇区を中軸 と

す る水利組織 の考察を通 じて 「住民が管理,保 全,利 用す る地域資 源」 のあ り

方を探 り,も って地方 自治 の拡充 の一環 としての分権的国土管理へ のアプロー

チを試みよ うとす るものであ る。

なぜ なら,「 共同体 的組織 による地域資源(特 に水 と土地)の 私 的管理」 と
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い う歴史的な形態は日本 にあっては農業水路や農地の管理に典型的にみ られ,

それ はまた,水 利組合 を通 じて 日本の近代地方 自治体制の形成過程 に組み込 ま

れ,そ の性格 を固定す る基礎 ともなったとい う過去 を有 してい るか らである。

しか し,今 日,都 市化 をほぼ完了 した地域 の実生活では,と りわけ,そ のよ

うな市町村行政 の施策的な観点からば,農 業水路は都市農業の比重 の変化 に照

応 して生産施設か ら都市施設へ と転換を図 られつつあ る。

農業水利 に関す る研 究は,渡 辺 洋三氏 の 「農業水利権 の研 究」(1963年)を

代表 に,土 地法学,水 利土木工学,農 業経 済学等 の分野を中心 に蓄積 が厚 くL〕,

さらに,日 本の代表的な河川はそれぞれに膨大な水利史を有 している。

拙稿で もこれ ら先行研究 をふ まえ,都 市 と農村 の対 立 と調整 とい う視点か ら,

現在の都市農業水利 の危機 的状況の下で,地 域 の水管理システムの基幹的役 割

を担 ってい る土地改 良区を取 り上げ,受 益市の都市形成 ・都市基盤整備 と関わ

らせてその歴 史 ・財政分析 ・組織及 び技術 的課題等について考察 した。

その結果,土 地改 良区の抱える問題 はひ とり土地改良区の進路 に関わ る問題

で はな く,『技術 と社会 の新た な発展段階 における民主主義的 な環境 制御 の一

環 と しての水 の公共的管理』 ととらえるべ き,都 市社会全体 に課せ られてい る

課題であるとの結論 を得 た2,。

そ こで,前 述の ように,水 利組織 の研究 はこれ まで は 日本の近代地方 自治体

制の形成 とい うパースペ クティブで研究され ることの多か った テーマであ るが,

本稿では,近 年進行 している農業水路並びに土地改良区の機能面での変容に注

目し,前 出の拙稿の結論 を要約 しつつ,今 後の進路 と主体形成の展望 について

論 じたい と思 う。

1)以 下,脚 注 にあげ る文献 の他,ジ ュ リス ト増刊 「総 合特集:現 代 の水問題 」1981年,有 斐閣/

森 實 「水の法 と社会」1990年,法 政大学 出版 会/志 村博 康他 「水利 の風土 と近代化 」1992年,東

大 出版 会/紀 谷 文樹他 「都 市 をめ ぐる水 の話 」1992年,井 上書 院 など。

2)拙 稿,修 士論 文 「水利組織 か らみた周辺都 市の都市化 と地方 自治」。
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11土 地改良区の歴史的前提

1,神 安土地改良区

ここで は,拙 稿か ら都市部 の先進的土地改 良区 として全国的に も著名なユ〕,
シンアン

淀 川下 流右 岸 地域 の神 安土 地改 良 区の 歴 史的経 過 を概 括 す る。 都市 部 の土 地 改

良区が 現在,置 か れ て い る状 況 を典 型 的 に示 して い る と思 われ るか らで あ る。

神 安 土地 改 良 区 は,明 治期 の大 阪府 三 島郡,現 在 の大 阪府 高 槻市 ・茨木 市 ・

摂津 市 ・吹 田市 の4市 にまた が る広 域 な水利 組合 で あ って,大 阪府 東 北部,京

都府 に連 な る位 置 にあ る。 この地域 はわ が国 で も最 も古 くか ら開か れ た地 域 で

あ るが,そ の最大 の地勢 的特 徴 は,良 く も悪 くも豊 富 な水 量 を誇 る淀 川水 系 に

囲 まれ た著 しい低 湿 地帯 をな して い る点 であ る。

その た め,取 水 条件 はお お むね 良好 で あ ったが,淀 川 本流 の破堤 氾濫 と悪 水

あ るい は 内水 の 氾濫 滞留 に よる常 習 的 な 水害 地帯 で あ り,こ の地域 の農業 水 利

は水 害 と低 湿 地 の克服 を軸 と しなが ら展 開 し,特 に低 湿 地 の排 水改 良事業 は輪

中 間の対 立 と用水 系統 の地域 的再編 を引 き起 こす とい う,固 有 の 水利秩 序 を形

成せ しめ た。神 安 土地 改 良 区 の特 色 は,関 係 田面 積 が非 常 に大 きい多 数 の地 区

水利組 合 を構 成員 とす る巨大 水利 組 織 で あ る こ と。 それ も用 水 で な く悪水排 除

を主 た る 目的 と して成 立 して い る ところ にあ る%ま た,か か る水利 条 件か ら

綿 作や 菜 種作 には 不適 な米 作 地帯 で あ ったが,大 正 ・昭和 初期 に は小作 農 家比

3)神 安土地改良区の前身は,元 禄時代の 「神内村外67ケ村申し合せ組合」に源を発する。明治期

になってからは,1886年 に水利土功会が設立された。その後,189ユ年の水利組合条例布告により

1892年f島 上郡五領村外16ケ村普通水利組合」に改組され,1894年 には地区内水利関係の最も重

要な河川,神 崎川と安威川の頭一字つつをとり 「神安普通水利組合」に改称された。職後は,

1951年の土地改良法施行に伴い 「神安土地改良区」に組織変更された。

神安土地改良区のあり万は,都 市圏の土地改良区としてだけではなく,現 代農業水利の先進モ

デルとして高い評価を得ている。特に,神 安土地改良区が確保 した関係市との協調関係は,「神

安方式」と呼ばれ,市 町村等協議制度が工夫されたモデルとなった。
4>神 安土地改良区の規模は,1950年 の時点で全国の水利団体の関係田面積は50町歩未満のものが

9ユ.3%を占める中で,最 小でも90町歩余,岐 大600町歩に及ふ大水利組合によって構成され,神

安土地改良区自体は2,600町歩の広きに及ぶ巨大水利組合であったという。(服部 敬,日 露戦

後 ・大阪府下における農事改良事業の一考祭,大 阪歴史学会輌 「近代大阪の摩史的展開」1975年,

吉川弘文館)。
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率 が高 い 地域 で あ り,全 国 的 に も小作 争 議 が激 し く闘 われ た 地域 で あ った%

2.地 方行政制度の確立 と水利組合の成立 ・

明治政府の水政策 を要約す ると,廃 藩置県によって水管理 も一元的流域管理

に移行 したが,政 府 は財政窮乏のため,船 運のための低水工事だけを河川政策

とし(利 水),農 民の悲願 であ る高水工事 については広域 で莫人 な費用 を要 す

るとい う理由で,地 方庁 と流域 農民に依存 したため,府 県財政及び村財 政,農

民生活を圧迫 した(治 水)。

そのため農民側では,近 世か らの水利共同体連合で あ り,当 初 は任意組合で

あった水利土功会 に拠 って政府 に抵抗する ものの,結 局は内部対立 によって村

は疲弊,治 水事業 は停滞 してい く。これに対 して政府 は,1889年 の市制町村制

施行 をて ことして,水 利土木や小学校設立 のため に逼迫 していた旧村の財政負

担を行政区の広域再編成 によ.って切 り抜けよ うとす るとともに,水 利土功会 を

強い管理統制の下 に置 き,効 率的 に事業を遂行す る機 関 として 「上か ら」新た

な役割 を持たせてい く6〕。次 いで,1890年 の水利組合条例 によって水利 土功会

を水利組合 に改編 した後,1909年 回条例の廃止 とともに水利組合法を成立させ

るとい った一連の水利の法体制 の整備過程を取 り込みなが ら地方行 政制度を確

立す るとともに,治 水事業の停滞局面 を打 開 していった。

政府 は市制町村制 によって,旧 村が もっていた生活共同体の側面を切 り離 し,

5)大 阪府 農業会議 編 「大阪府 農業 史」1984年/神 安土 地改 良編 「神 安水刑 吏」1980年/近 農 政局

淀川 水系農業水利 調査事 務所 編 「淀川 農業水利 史」1983年,農 学 土木学 会。

6)例 えば,1884年 の 区町村会 法の全文 改正前 の 「神内村外67ケ 村 申 し合せ 組合 」で は,構 成 員で

あ る村々 は申 し合せ組 合の決 定に対 して往 々に して強 固に反対 してい る。

しかる に,1884年 の区町村 会法 の全 文改正 は府知事 並び に部 長の権 限を強化 し,太 政官布 告15

号 は水利土功会 で議決 した土 木費 を滞納 した場 合 は区町村 会費 と同様 に財産 の差 し押 さ え も認め

るとい う強権 的 な ものであ った。 また,水 利 灌漑工事 等を め ぐって争 われた構 成員村 と水利 土功

会,後 に は水利 組合 間の訴訟 では,裁 判所 は水利組合 の行 う事 業 を公権 の発動 と して行 う行政処 「

分で あ る との判 断 を示 し,水 利組合 の勝訴 に終 わ るのが常で あ った。

なお,水 利土 功会 時代 の管 理者 は島上 ・島下郡長で あ ったが,引 き続 き,普 通水 利組 合に改組

後 も大正15年 まで は部 長が,郡 廃 止後は地方 課長が管 理 した。 さらに,昭 和13年 か らは高槻 町長

が,昭 和22年 か らは三島地方 事務所 長が指定 されたQ
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新市町村を中央集権 国家の末端行政機構 として整備 しようと図 ったのであるが,

財政及 び支配基盤 の脆弱 な明治天皇制 国家は新行政村 を統 治す る力 を持た な

か ったため,村 財政(公 一行政村)と 隣保団結(私 一 自然村)の 二つ なが らの

核心 を掌握 し,接 合す る水利組織力を半行政機 関化す ることによって政府 自ら

を補完せ しめようしたのであ った。

3.資 本主義の成立 ・発達 と河川法の成立

こ う した政 治過 程を必然 と した経済社会的背景に は,近 世 まで混 然一体 と

なっていた水政策が近代化の過程で利水 と治水に分離 した後,利 水か ら治水へ

と重点を移 してい った ことがある。

即 ち,政 府の河 川事業は運輸交通手段の転換(河 川船運か ら鉄道へ)を 契機

に低水工事か ら高水工事に転換 していったが,以 降,水 政策 は資本主義の確立

の過程で[鉄 道 と治水の展開→大工業化時代 と大河川下流域 の都市化→農業 ・

工業 ・都市 用へ の水需要の分化]と い う一連 の変化に従 って分岐 してい った。

そ して,1896年 河川事業についての一元的な法体制 として河川法が成立す る。

河川法は,な お治水だけを主旨 とす る とい う限界を もつ ものの,水 利権制度

を設 けて慣行水利権 を法的権利 とし,河 川事業を公共事業(河 川管理 ・改修 の

義務 を国 と府県が負 う)と す る画期的な意義 をもつ ものであ り,同 法成立後 は

治水事業は進展 してい く。 しか しその背景 に,水 利組合が国の定めた制度に基

づ く組織に変容 し,即 ち,半 ば公権力 に水利秩序が利用 された点 は看過 されて

はな らないだろう。またその過程 を通 して,従 来,私 的自治に委ね られていた

利水が公権力 に囲い込 まれてい った点 も重要である8b

この場合,現 代 に言 う 「水の公共性」 とは異な って,政 府 による水資源の取

り込み とい う意味 での公水概念の確立である。また,総 合的な水法は制定され

7)水 路 や溜 池な どの共有 地を所有 し,村 落共同体業務 のうち最 も重要 な水利 業務 を統括 す る水利

組織 の地域社 会 におけ る社 会 的地 位 と発 言力は絶 大で あ った。

8)渡 辺 洋三,河 川水 利行 政 と河川 法,「 現代 国家 と行 政権」1972年,東 大 出版会。
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ず,多 岐 にわ た る関係 官庁 と法律 が 交錯 した ま ま現在 に至 ってい るの も日本 の

水法 制度 の特 徴 で あ る。

4.水 利組合の構造 と性格

一般的には,近 世の村落はその歴史的成立において水利 共同体 な どの生産共

同体 を中核 とした生活共同体である。農業水路 の管理 は,地 租改正前 までは所

有 と管理 と利用が未分化の ままに,こ のよ うな共 同体 による占有であったこと

を特色 としてい る。そ して,地 租 改正 においてその帰属の帰趨が決 した後 も,

実質的には村 を単位 とした用水管理が戦後まで継承 され,現 在 に も影響 を残 し

てい る。

その理 由は,日 本の零細耕作農民経営が共 同水利,共 有地 を必要 どしたこと,

何 よ り水利慣行が 「水 の配分原則 とされ,し か もそれは個人への配水ではな く,

地域間の水 をいかに慣行的秩序か らはずれ ることな く実施す るか とい う点に眼

目を置 くもの翌 で あ り,「 明治期 の行政村が 自然村で運営 されていたの と同 じ

く,水 はや は りムラの用水であ り,幹 線水路 も個人ではな くムラ単位の用水慣

行で しか維持 しえなか ったのであ り,法 律的に組織は変わ って も実際 は従来 と

同様村 々組合的に しか運営で きなか った」L田か らで あった。

そ こにみ られ る,明 治期の土地(農 地〉所有の利用(耕 作)に 対す る絶対 的

優越性 は民法において,周 知の とお り小作権 を物権 と認定す ることをせず,単

なる賃借権 にとどめ地主制 として構造化され,そ の地主制 はまた農業水利の構

造 を規定 していた とい う指摘 に言及 してお く必要があろ う田。地主の利益 を主

眼 とす る水利組合の内容はその法的な追認である以上 に,そ れを強化す るもの

であった と言えよう。

9)今 村 奈 良 臣他 「土 地 改 良百 年 夏 」1977年,平 凡 社,242ベ ー ジ。

10)今 村 奈 良 臣 他,前 掲 書.54ペ ー ジ/前 掲 書 「神 安 水 利 史 」323ペ ー ジ。

11)渡 辺 洋 三 「農 業 水 利 権 の研 究(増 補 版)」1963年,東 大 出版 会 。
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III土 地改良区の発足 と変容

1.土 地改良区の歩み

(1)戦 後改革 と土地改 良区の発足

土地改 良区は,土 地改良法の施行(1949年)に よ り戦前来の普通水利組合が

改組 され た ものであ り,引 き続いて,農 地 に対す る灌漑排水事業 の実施団体で

あるとともに,専 任職員を有す る農業水利の中心的主体 として農業水利施設 の

幹線部分(幹 線水路,取 水堰,排 水機場,樋 門等)の 管理,用 水 の受 ・配水,

支線施設の維持管理への補助業務な どを行 う農民団体であ る。

そ して,土 地改良区は農地改革 と地方 自治法 によ り農民 の議会 をもつ公共管

理機 関とされ,形 の上で は行政機構か ら自立 した 「自治組織」 と して,新 憲法

下 の地方 自治制を担 う一翼 として位置づ けられ,構 成員 も耕作 農民 に変更 され

た。 これ は戦前の普通水利組合や耕地整理組合が土地所有者を組合員 とし,実

質的 に地主団体であ り,実 際の耕作者 を排 除す るその構成が一面では事業推進

の桎梏 と して作用す るようにな っていた ことを思 えば,画 期 的な規定であ った。

土地改 良区の発足 は,明 治期 において,治 水 と利水,あ るいは利水 と土地改

良へ と分化 した水政策の再統合,即 ち,灌 漑水利 と土地改 良の統合である とと

もに,土 地所有者 と利用者 の矛盾を抱 えていた水利組合を,耕 地整理組合の出

現 を経 て,所 有者絶対の組織か ら利用者主体の民主 的組織へ と改革す るもので

あ った と言える。

しか しなが ら,実 際の土地改 良区の運営は,理 念通 りに個々の耕作者 を単位

に運営されたので はな く,基 本的には集落単位 の運営がな されていた。その理

由については前述の通 りである。

② 高度経済成長期の土地改良区

戦後復興にひき続 く高度経 済成長期 に入ると,重 化学工業 と輸出型工業の育

成が 日本経済テイクオフの至上手段 として推 進された。

その結果,急 激な都市化,産 業構造の変化,経 済の急拡 大を支える 日本資本
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主義 の金融資本的蓄積 の一側面 としての 「高地価」の三者が三位一体 となって

農地 の大規模な転用 を迫 り,都 市の土地 ・水 ・農業はスプロール化 していった
。

さらに全国的な国土 と水資源 の大規模な開発及 び工業生産基盤優先 の政府 の

公共投資政策 は,本 来は不可分の ものである土地 と水を別個 の異な った資源 と

して極限まで利用 し尽 そうとす るものであった。 しか もその形態 は 「利 用」 と

「所有」のみ に偏重 し.「保全」 と 「管理」責任を放棄 した結果であ る環境や生

態系 の破壊 を媒介 に して,農 業 と都市環境 に犠牲 を負わせ るものであっだ2)。

農業に とってよ り直接的な困難は産業構 造再編のための減反政策 と して表れ
,

都市農業の衰退や営農環境 の悪化 とい った外部的な変化 と,農 民主体 そのもの

の絶対的な減少,内 部の階層分化,農 地の保有資産化 など農業者 自体 の質的な

変化 をひきお こした。 これは地租改正 による近代的土地所有権 の創設以来一貫

して進んで きた,水 路や溜池な ど共同生産手段 や共有地の緯有的支配の崩壊
,

総有 集団内部の変質,財 産区の形骸化 を最終的に完了す る 罎,のであ った。

これ に伴い土地改良区 は,存 立基盤,即 ち,社 会的地位 ・組織 ・財政 ・技術

な ど全般的,地 すべ り的な変動にさらされ ることになった。

この ことはまた,農 業水路の管理の態様 に も反映 し
,日 々の暮 らしの中か ら

農業水路 が疎遠な もの となってい った経過で もあ った。

2.土 地改良区の変容

この厳 しい試練 に対 して,土 地改良区は,灌 漑水利技術 が旧来の水利慣行 を

克服す るような抜本的な用排水整備事業 の完成期に到達 したこともあ って,都

市化への積極 的な対応 を図 っていった。

一方
,都 市側 も下 水道や道路 などの都市基盤が未整備の まま農地の宅地へ の

転用を図 るため,農 業水路をその本来の 目的を離れて動員す るとい ういわば負

い 目を抱 え,土 地改良区や狭域の任意の水利組合(申 し合わせ組合)に 対 して

12)片 寄俊 秀 「千里 ニ ュー タウ ンの研 究一計 画的都市 建設 の軌 跡」1979年
,産 報出版/「 全 日農大

阪 府運20年 史」1978年,同 刊 行委員 会編/前 掲 書 「大阪府農 業史」。
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積極的に調整を図 ってい く。浄化槽 の設置同意金や市町村等協議制度はその代

表的な表現 と言 える。さらに,国 ・府県の多額 な補助金による都市側(都 市基

盤整備)と 農村側(土 地改良)の 合併事業 は土地改 良区の活路 を切 り拓 くもの

ともな ったが,そ れは都市側 に とって も必要 な事業で もあ った。

とい うのは,こ れ ら事業が促進された経過 を見 ると,農 業振興基盤整備 とし

て必要 とされた とい うよ りも都市開発事業 によって惹起 された地域排水事業 と

い う性格 を帯びてい るか らで ある)s)。

しか し,こ の方向 は土地改 良区に とっていわば両刃の剣 として作用 した。即

ち,都 市 農業の衰退 と宅地化 の波,水 環境の悪化 とい う緊急事 態に迫 られた土

地改良区は,土 壌改良の後退 にみ られ るよ うに,農 地改良のための灌漑事業を

執行す る団体か ら水管理の専 門機関化の方向に踏み出す ことによって,脱 農民

団体,脱 農業団体 となる契機が生 じたか らであ る。.

その後,水 路の基本的整備が完了 に達 した後の土地改良区は,管 理技術の装

備 と水質障害対策 など事業の質的転換に進路 を求めてい く。1978年,神 安土地

改良区では世界で始めての農業用水 の浄化施設 を建設 している。

IV現 代都市水利の課題

1.土 地改良区の維持 ・管理

(1>疎 遠になる水辺

かつ て農村社会では,農 業水路は上下水道 を兼ね た生活用水,地 域用水であ

り,畏 敬 の念 を込めて 「イリ ミズ」 と呼ばれて村落共同体 による厳 しい水保全

の ルール とシステムを有 していた。

ところが,都 市化が進み上下水道が整備され るとともに,農 家が地域の少数

派に転 じると,水 保全 システムは農業者 に しか関わ りが無 いものとな り,農 業

13)東 海道 新幹線 の地区 内縦 断 と新 幹線基地 の建設 に関連 して,主 要 水路 の改修が 新幹線 関連団体

営事 業 として施行 され た。 また,1967年 の集中豪雨 によ る女戒 川決壊 と千 里万国 博会場 の造成 に

伴 う排水 流量の増 加 に対応 す るため,1967年 か ら1984年 にわた って大阪府 土木部 負担で揚 水機場

の改 築 と代替幹線 用水路 の新設 ・改修 を行 うな ど基 幹用 水施設 の近代 化 を行 った 。
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用水の都市排水受 け入れに大多数 の住民は無関心 となった。その後,ゴ ミの不

法投棄,管 理の粗放化が 日常的 となって水汚濁は進み,水 路 は荒廃 し,も はや

水辺 は昔の ように子 ど もたちの格好 の遊 び場や人々 の散策 の場で な くな って

いった。そ して水 とのつ きあい方 を知 らない子 どもが増 え
,水 路や溜池への転

落事故が往 々発生 している。そのため水辺は防護 フェンスで隔て られるよ うに

なったが,こ れは管理上障害であ るとともに水辺空間をさらに殺風景で住民か

ら遠い もの とした。 しか しフェ ンスは,小 規模の水利団体 に とっては事 故の裁

判や補償費用の負担 に耐 えず,自 己防衛のためにやむをえない とい う事情 もあ

る1%と もあれ,汚 れ た水路 は 「臭 い ものに蓋」式 に暗渠化 され るな ど 「有

効」利用が図 られ,水 辺はますます住民か ら見えない存在 になってい った
。

② 水路の所 有 ・維持管理

農業水路の所有 ・管理形態 は,水 路敷地の所有権 の帰属 が明かになった現代

において も,な お,農 業水利の歴史的 にみ られ る重畳的性格 を引 き継 ぎ
,階 層

的な形態が残存 してい る。

幹線水路 の敷地 は通常,土 地改良区(稀 に国)の 所有であ り,構 成員農家か

ら受益面積 に応 じて組合費を徴収 し維持運営に充ててい る。支線水路 の敷地 は,

区画整理事業 などで整備 した場合は市町村 の所有であ る。末端水路の敷地 ぽ大

抵 農家か,か つて農家であった家が私有す る場合が多いが,保 有 していた農

地が水路 に面 していたとい う由来か ら敷地 としての所有意識は薄 く
,非 課税 の

対象 となっているに もかかわ らず,水 路 として登記 されている ものは少 ない。

しば しば行政 にとって問題 となるのは,水 路が付随 している宅地が非農家に

転売 された場合であ る。水路 を不要 な施設 として とらえる新規の購入者か らは

水路部分の買 い取 り,も しくは水路の蓋掛 けや暗渠化の要求が出て くるか らで

あ る。

管理は原則 的には所有 に対応する。 しか るに都市部では,農 家 の兼業化 と高

14)安 本典夫,都市における水環境,「都市問題研究」第37巻第8号(1980年8月)。
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齢化が急激に進んでい るため,農 家 による水路 ・池の清掃,維 持補修等の共同

業務へ の参加 は年々困難になってい る。

これ に対 して水利団体 は,不 参加 の代償金 を徴収 し雇用労働 や,逆 に参加者

の 日当 と して充当 している。さらに困難 な団体では,行 政に水路の移管 を懇請

す る場合 もあ る。かつての共同体業務 は単 に農家の共同業務に変わ り,そ れ も

有償労働 とな ってい るのである。

この ような状況 のhに,送 ・配水技術 の向..ヒによ って用水の個別管理が可能

となった ことが加わ って,従 前 は構成員 の共同業務 によって維持 され,当 事者

団体その ものであ った土地改良区は,[土 地改良区⇒水 の専 門管理機関][農 家

⇒用水ユーザー]と 分化 しつつあ り,ひ いては土地改良区の脱農業化 と組織 の

一体性 の弱ま りをお こしている
。 これ らは相互 に,原 因で もあ り結果で もある

のだが。

2.土 地改良区 と基礎 自治体

(1)農 業水利 と下水道

都市部 自治体が農業水利を補助す る根拠の第一は農業振興であるが,実 際に

は下水道 との関係の方が はるかに大 きい。結果的に言 えば,戦 後の下水道 は農

業水利が存続するための最大 の基盤であ った とともに,工 場廃 水の規制が強化

された今 日では水質汚濁の元凶であるという背反的な関係 にあ る。

前者の面については,下 水道未整備地 区において新規 に住宅 を建築す る場合

は浄化槽 を設置 し,生 活排水は これ を経由 して農業水路 に放 出され るため,農

業水路は下水道完備まで の間の 「つなぎの下水路」 としての役割を果た してい

るからである。水路に関す る市町村 の主な業務 は,水 利団体 との用排水調整,

水路の維持 管理 と改修(国 ・府県事 業の採用窓口),水 路浚渫後 の泥土処理 な

どであ る。市町村の担当部局 は,農 務→土木→下水道 と推移 してい る所が多 ぐ,

都市部 にお ける農業水利の立場の変遷を如実に物語 っている。地域 の農業の様

相 によって異 な りはす るが,概 して農業水路 は農業葱 既や土地改良の面 よ り土
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木技術面か ら位置づ けられるほ どにその役割が変化 していることを示 してい る

からである。

後者の面については事態 は深刻で,第 一に,農 業用水は生活雑排水によ り汚

濁 とともに富栄養化が進行 し,窒 素過剰による稲 の倒伏障害,水 路内の雑草繁

茂 による通水障害の原因 となっている。

第二に,逆 説的な現象で はあ るが,下 水道が整備され生活排水が下水管に直

接流れるようになる と,農 業用の水量が激減す る とい う状 況があ る。そ こには,

生活雑排水のように水質 の劣る もので さえ も農業用水 として利用せざるをえな

い とい う,都 市 の水の置かれた現実が ある[5)。そ の背景 とな っているのは広範

な市街地化 の結果であ る自己水源の枯渇,即 ち,湧 水や 自演井の停止である。

これは農業水路 に特有 なことではな く,都 市 の中小河川 も事態は同様で,こ

のままでは中小河川は消滅 しかねない と危惧 されている。

(2)公 水管理からみた都市 と農村

自治体 と土地改良区の関係史は,農 業水路 と下水道 とのつ き合いに表れ てい

るよ う.に,都 市 と農村の矛盾の対立 と調整の歴史である。 これを象徴す るのが

浄化槽の設置同意金問題 と市町村等協議制度であ る。

i[浄 化槽の設置同意金問題]と は,高 度経 済成長期の1960年 代 以降,都

市化 と公害が激化 し,農 業水路 も生活排水の受 け入れ によって汚 濁 した ことに

対 して,水 利 団体 ・開発業者 ・市町村 ・国の四者 によ り行政指導 のあ り方 とそ

の法的根拠 をめ ぐって全 国的に争 われ た もので ある。具体的 には,(組 織の財

政難 もあ って)水 利 団体の多 くが浄化槽設置に際 して,開 発業者 には同意金 を,

市町村 に対 しては開発業者 を対 象とする行政指導(建 築確認 申請 には水利組合

が発行す る同意書 を必要 とす るよう)を 求めた ものである。

その問題点は,同 意金を農業水路が生活排水を受 け入れ る許認可料並 びに用

15)工 業排水 の場 合 も同様の ケースがみ られる。神安 土地改 良区 内のあ る工 場の廃 水は水 質基準.内

にあ るため,周 辺地 区では従来 農業用水 として再 利用 して いたが,公 共下 水道 の整備 に よ り利 用

で きな くな り,農 家 は新 た な取水 が必要 とな ってい るQ
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水汚濁 の代償金 と解釈す るならば,水 利権の濫用で あるとされたことであ る。

また,実 際の効果 はともか く,浄 化槽法 による水質規制(の 建前)と 矛盾す る

等の点が指摘 され,こ れが要綱行政はそ もそ も違法か適法か,を め ぐる問題 と

絡 んで紛糾 した16,。また,水 利団体は開発業者 に対 して,同 意金で はな く,あ

くまで水質規制を要求 として掲 げるべ きであ った とい う感 も否 めない。 しか し,

この種の慣行的制度が撤廃されず,ま た長 きにわた って解決 をみなか った背景

には,急 激 に進む都市化 に対 して下水道 の進捗が及ばない とい う都市整備の欠

陥を農業水利側が補 って きた とい う事情があ る。

結論 としては,信 頼 関係 に基づいて協定書 のみ を交わす,、あ るいは行政指導

の要件か らはずす,ま たは同意金 を徴収す る場合 も水路使用料等の意 に変更す

る,な どとされて決着 してい る。 しか し,こ れは市 町村 の要綱行政の見直 しを

迫 る契機 とな った。

ii[市 町村等協議制度]と は,1963年 に前記 の経過 もあ って土地改良法が

一部改正され
,農 業用排水路等 の都市的利用のために市町村が介在 し,都 市 と

農村の水をめ ぐる調整 を円滑 に行 う方策を開いた制度である。

その内容 は,市 街地化が進展 し,農 業 用水路 に生活排水な ど都市排水 を受 け

入れざ るを得 ない場合 には,そ の ことを前提 として,水 路の管理を農業側(そ

の代表 としての土地改良区)と 都市側(そ の代表 としての市町村)と が管理や

費用 を分担す るとい うものであ る。 もっとも,こ の改正 については,「 農地改

革を前提 とし,食 糧増産 と自作農維持のため1に制定 された土地改良法の性格 を

都市 と農村 との交錯を実現 す るための開発の根拠法 に変 えた」 とい う批判があ

り,市 町村等協議制度 の評価 も分かれ るところで ある17)。

ともあれ,今 日の都市河川の水質汚濁を招いた原因は,初 期 には工場廃水に

対す る規制 の甘 さが,後 には都市基盤が整備 され ない ままに宅地化 を許可す

16)阿 部泰隆,浄化槽の放流同意 「自治研究」第64巻第12号～第65巻第3号(1989年12月一1989年
3月)。

17)利 谷信義,農地をめぐる土地改良制度の問題点,大 谷省三編 「土地改良を考える」1978年,25
ページ,NIC.
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る日.本の都市計画 のあ り方,根 本的}とは都市 ビジ ョンの不在,都 市 と農村の混

在 に対す る態度の不明確 さを指摘せねばならないだろ う。 その上 に立 って,都

市側 と農村側が各々の意 図の下に,互 いの負担に依存 して相互補完的に自己事

業 を追求 して きた経過があ ると言 えよう。

その際 大都市周辺部の乱開発 を規制 しよ うと した市 町村 自治体の開発指 導

要 綱の意義は高 く評価 され るべ きものであ り,そ の中で国 も特定地区の一定規

模 以上の開発 につ いては遊水池や放水路 の付設 を義務づ けるよう市町村 を指導

してい る点については評価で きる。 しか しなが ら,そ のよ うな要綱 も地域の市

街地化や開発 計画 の抑制 それ 自体 を法制化す る ことはで きない とい う限界 を

もってお り,そ の ことは次のような事態 を招 来 したのであ った。

即 ち,1985年 以降の規制緩和 の流れの中で,宅 地開発指導要綱あ るいは 「大

店法」 など広範な分野で,国 ・府県は市町村の要綱行政 の 「行 き過 ぎ」 に対す

る 「適正化指導」,さ らには要綱 その ものの撤回 を迫 り,全 体 と してはほぼ そ

の 目的 を達成 した。 これについては,地 方 自治体 の条例制定権,国 と自治体間

の計画間調整 の問題 と して議論が多い ところである。「

しか し事の本質 は,開 発 業者が 「開発 自由」「建築 自由」の名の下 に
,水 の

浄化能力や市町村行政 の社会資本整備能力を超えた住宅開発 を市場の論理で行

うことに対 して,水 利団体側が 自己防衛措置 をとらざ るをえなか った という状

況 にある。従 って,問 われ るべ きは,な ぜ にその ような対抗措置に訴 えざるを

えなか ったかで あ り,都 市計画の策定権限の所在が問題にされ るべ きであって,

法形式論 は重要ではあるが問題 の一部 にす ぎないのではないだろうか。

要綱 を私的土地所有権の絶対性 の前 に撤回す るので はな く,地 域住民 による

都市環境 の自己決定権 を基礎 に据 えた都市計画の論理 として法的構成 を整 え
,

広 く世論 の支持 を問 うことがめざされるべ きと考 える。

3.土 地改良区の技術 ・財 政 ・組織的課題

水管理技術 の高度化 と財政難 も土地改良区の焦眉の課題である
。
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例 えばその一つに,農 家の兼業化 によ り取水が週末 ・休 日に集中す ることに

よって生 じる 「土 ・日枯 れ」 と呼ばれる用水の人為的な不足,偏 りがある。 こ

うした現象 として表れ る農家の人手不足や高齢化 に対 して,都 市部の土地改良

区では用水管理労働の軽減 と正確で迅速な用水供給を可能にす る技術導入が取

り組 まれている。例 えば,「 農業用水管理 テレメー ターシステム」(ポ ンプ場に

設置す る中央監視制御局か ら電話回線に より幹線用水路の水位監視 と各樋門及

びゲー トを遠方か ら集 中監視制御す るシステム)や パイプライン等がある。

また,都 市部の土地改良区の財政難についてはよく指摘 されてい るところで

ある。都市化による農地の潰廃や農家数 の減少 は組合費を減少させ るに反 して,

用水 システムの及ぶ面的範囲 は縮小 しないために相対的に管理 はよ り困難にな

る。 さらに上述のように,現 代で は,天 与の資源を利用 して再生産を維持 して

きたこれ までのよ うな農民技術では対応で きない技術装備が必要 となっていて,

機構 と経費の拡大を伴わざ るをえないのである1810

さらに首都 圏では,都 市域の拡大 に伴 う水需要の逼迫のために農業用水の総

量規制 と他種利水 との水量調整,即 ち,農 地 の潰廃 による余剰水や灌漑期以外

の水の返上が実施 され る方向にあ り,河 川管理者か ら年間水量調整 スケ ジュー

ルの提出が要求されてお り,そ れ に対応するための技術装備 もまた必要 とされ

ている とい う1%

このように,水 利慣行 を克服 した技術 が,逆 に水管理の個別分散化を進 め,

組織の団結 を弱め,こ れ を補 う形でさらに技術 を導入す る。 さらに,水 利 の管

理 と利用の間 に水 テクノクラー ト的疎外 を生み出す とい う技術 のパ ラ ドックス

も見 え隠れ してい る。

18)拙 稿,前 掲 書 におけ る土 地改良 区の財政 分析 によ る。

19)岡 本雅美,都 市 と農村 の水問題,「 都市問 題」 第76巻 第8号(1985年8月 〉。
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V新 しい公共性の獲得

1.水 行政 の変遷

水問題 は時代 の要請 に従 って きたがため に複雑多岐な様相 を帯 びてい る。

歴史的 にみると.治 水 と農業水利か ら始ま り,上 下水道整備 中心の時代は洪

水防禦,引 水,排 水処理が中心課題であ った。戦後の高度経 済成長期 には水資

源開発,エ ネルギー問題。さらに公害の激化 は工業用水の過度の汲み上げによ

る地盤沈下や全国の公共水域(海 ,湾,河 川,湖 沼)の 水 質汚濁の深刻さを引

き起 こ した。近年は環境 ・資源問題 と都市基盤問題の複合 として都市 の渇水 と

低地洪水(水 害〉問題が深刻化 し,都 市基盤の脆弱さを拡大 している。 これは,

お りしも都市基盤 を情報化 改造 しつつ空中並びに(大 深度)地 下へ と際限無 く

拡大 しようとす る現代 の大都市 のアキ レス腱 となっている。

このよ うな問題の拡が りに応 じて研究分野 も否応な く拡大 し,学 際的 なもの

となってきたが,そ の中か ら,都 市水文学 とい う新たな分野が形成されつつ あ

り,水 の全体像を提示す るのに貢献 している。そ して,こ れ ら研 究成果 と政策

課題 を踏 まえて,水 行政の理念は 「治水面でみ る と総合治水対策に始 まる流 出

抑制手法の多様化であ り,利 水面で は節水思想の普及であ り,親 水面では一般

の水への関心 の高 ま りとともに,荷 づ くりや地域づ くりの中で の水辺整備への

発展である」2mとされてい る。

2.水 問題 の 認識 と枠 組

水 問題 の認識 と枠 組 につ いて は,治 水 ・利 水 ・親 水 。 これ に保 水 を加 えた 水

の機 能面 か らす る三 分野 な い し四分 野構 成21),あ るい は政 策 面 か ら[洪 水 制御,

都 市 小河 川 の流 量枯 渇対 策,汚 濁 制御]と い った形 の 問題 認識z21や ,都 市 問題

20)虫 明 功 臣,都 市 の 水 循 環 の 保 全,「 都 市 問 題 研 究 」 第40巻 第8号(1988年8月) 。

21)宮 本 憲 一 「日本 の環 境 問 題 」1977年 ,173ペ ー ジ,有 斐 閣 。

22)虫 明 功 臣,前 掲 書 。
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の視点か ら,渇 水 と豊水 とい う二分野構成231による新 たなシステ ム構築 も提

起 されている。詳細 については紙数の余裕が ないので脚注 を参照されたい。 ・

ただ,そ こであげ られてい る具体的事例 について言 えることは,複 数の要素

の因果 関係をつ きとめつつ発生のメカニズムを解明 し対応 システムを研究す る

研究者の視点か,各 種利害の調整を行い なが ら水系全体の管理 を行 いつつ政策

をデザイ ンす る行政 的視点か,あ るべ き姿の実現 とそれを支える社会的合意の

環 を拡 げようと活動す る市民運動の視点か,そ の 目的 と立場 によって視点や ア

プローチ は異 なる。 しか し,多 様な局面 において水 と人間 との関わ りをとらえ,

そこから水の持つ 多面的役割を認識 し,水 問題あるいは水政策の全体像 として

総合化 し,水 の公共性 を確認するという方法論はどの立場に も共通 の もの と思

われ る。

要す るに,水 辺空 間は雨水の貯留 ・地下浸透によって,雨 水の流 出抑制 と水

循環 の保全(地 下水函養)の 両方の機能を果 してい る点が見直されている。農

業水路 もこの視点か ら,旧 来 どお り農業の生産手段で あるとともに,公 共下水

道を補完する都市住民の生活手段であ り,防 災イ ンフラス トラクチ ュア,環 境

保全,ア メニテ ィ施設の役割 を位置づけ られるようになってきてい る。

中小河川について も同様な位置づ けがで きよ うが,と りわ け市町村 自治体が

農業水路 に注 目す るのは,住 民生活 に身近な点,一 ・二級河川 のように国や府

県の所轄で な く事業が し易い点,こ れまで埋立や暗渠化 してきた ことへの反省

な どの理 由による。

ただ し,そ の再生のあ り方 について,ど の程度まで 自然 を残 し,ど の程度 ま

で人為 を加 えるのかは議論 を呼んでいる。 とい うのは,近 隣関係,住 ・自然環

境の悪化 などによ り都市生活 における人 々の閉塞感 は高 ま り,自 然性 の回復 は

よ り切実 に求め られ ている一方,都 市圏の地価高騰 により道路,公 園,緑 道,

駐車場 など公共施設用地 として公有地である水辺空間 も高度利用,有 効活用が

23)三 本 木 健 治,渇 水 と豊 水 の 法 的 課 題,「 都 市 問 題 研 究 」 第39巻 第8号(1987年8月)/同 「水

と社 会 と環 境 と」1988年,山 海 堂 。
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迫 られ る とい う状 況 は依 然 と して変 わ って い ない か らで あ る。

摩

3.再 び地域用水 へ

ともあれ,水 問題の認識 と枠組 はおおよそ合意 され,水 辺再生 はグラン ドデ

ザイ ンか ら戦略段階に進んだ状態 とい ってよいだ ろう。

今 日の河川,下 水道,土 地改良事業においては,上 記の視点を組み合わせた

複合的な事業が設計 され るようになってい る。例 えば一

i[水 処理の立体化]

水量確保 の視点か ら高度浄水処理 した水を中小河川 に導水す る環境用水,

節水や リサ イクルの視点か らの雑用水循環再利用,雨 水利用。

ii[水 辺空 間再生 と土地利用計画の一体化]

河川 と流域地域 の再開発 を一体化する総合治水対策(ス ーパー提防 など)。

111[親 水を取 ρ入れた河川環境整備事業]

近 自然工法 を取 り入れ た改修工事,環 境護岸,景 観護岸な ど。

1V[水 関連施設 の高度化,立 体化]

地下水路,地 下貯水池な ど。

また,市 民運動 と連携 して,農 業水路や小河川の水路網 を小川 として蘇生

させ る水域 を生かすまちづ くり(魚 や螢を放 した り,イ ベ ン トを通 じて水に親

しむな ど)の 取 り組 み もされている2%

しか し,都 市の水 と水辺 を復活 させ るにはあま りに も事態 は進み過 ぎてい る

の も事実である。それは,も はや個 別の水質規制 だけで は不可能 な段 階であ り,

流域全体の,そ して社会システムの変革にふれるような取 り組みが必要 とな っ

ている。その点か ら言えば,人 工的な 「親水」事業や ウォー ターフロン ト事業

が脚光 を浴びているが,シ ャ ドウ ・ウ ォー ター意識の変革 を伴わない 「高度」

で人工的な水利用 ・管理ばか りが進み,総 合的 な水政策が めざされないな らば,

24)さ しあ た り,「 都 市 問 題 研 究 」 第37巻 第9号(1985年8月) ,*41巻 筆8号(1989年9月),第

42巻 第6号(1990年6月 〉,第43巻 第8号(1991年8月),第45巻 第8号(1993年8月)な ど。
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エ ネルギーや社会資本の浪費に終わ る危険性が心配 され る。

これ に対 して,農 業水路や溜池 自体の再生か ら一歩進 んで,水 系環境全体の

保全 と創造へ と視 野を広 げることが求め られている。例 えば,水 源地帯が過疎

化 の中で急激に山林の粗放化が進んでいることを踏まえた山間地の地域振興や,

都市農業の振興 と土地保全の観点を適切 に位 置づけた総合的な水保全 システム

の再生 と整備が求め られ る。運回的ではあれ,基 本的には農業水路 を組み込ん

だ水系の再生が 目ざされ るのは このためであ る。

VI小 括一一 農業水利が提起するもの

1.2つ の水制御様式の統一251

最後に,地 域水利の主体形成の状況は どのようなものであろ うか。

都市 では都市的活動 に照応す る水制御様式が,農 村では農業活動 に照応す る

水制御様式が,そ れぞれ内部 に様 々な矛盾や問題をはらみつつ も永い歴史 の中

で形態 とルールを精緻化 させつつ形造 られ,全 体 としては安定的に発展 して き

た。特 に農業 的水制御様式 は農業水利 を基軸 とした農村地域 の水制御様式の総

体で もあ り,水 路 を媒介 とす る濃密なコ ミュニテ ィを形成 して きた。

戦後,水 利組合 は土地改良区に改組 されたが,急 激な都市化 に対応 しなが ら

技術導入によって旧来の水利慣行を克服 するな ど,常 に水制御様式変革 のプロ

モーター としての役割 を果た して きた。他方,都 市的水制御様式 には自治的な

管理主体は存在せず,国 が建設省河川行政 を中心 に厳 しい規制の下 に所轄 して

きた とい ってよいだろう。

これ ら2つ の水制御様式は,都 市 と農村がそれぞれ自己完結的に発展,交 流

していた頃には本質的に異 質の ものであ りえたが,混 住化社会 になるに伴 い,

この異 質な ものの統一が迫 られ,こ こに農業的水利様式の抜本的改造による,

これまで とは別の社会的 ・技術的水制御 システム,新 しい水制御様 式の創造が

25)志 村博康 「現代 農業水利 と水資源」1977年,東 大出版 会の 「第4章 地域 の水制御 様式論 』 に

お ける立論 を参照 した。
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課題 とされ た。 これは 本来 的 に は農業 の 高度 化 を保 障 しつ つ,同 時 に都 市 的生

活様 式 を保 障 す る もの,さ らに水 質 は も とよ り水 循環 と して の保全 とい う環 境

基 準 に適合 す る もので なけれ ば な らない 。

2.自 然的,技 術的性格か ら社会 システ ムへ

しか し,現 実が示 してい るのぽ農業的水制御様式 と都市 的水制御様式の 「統

一」ではな く
,両 者それぞれの矛盾の 「接 合」であ り,前 者 と旧来の地域環境

(特に水 と農 地)の 犠牲 の上に立つ急激 な都市化 の実現であ った。 また明治期

以来,水 利組織が法制度的な支 えの下に農業者が殆 どを占める地域 の共同意思

を結集 して農業的水制御様式の様 々な課題 を克服 し,よ り高次の段階へ と水制

御 を発展 させて きた歴史が確認 される ものの,今 日,そ の土地改良区は新 しい

水制御様式を生み出せない ままに転機 に立 たされ てい る。都市 と農村 の対立 の

解決がいまだ展望 を見いだせない ように,農 業水路 と土地改 良区は多 くの矛盾

と課題 を抱 えてい るのである。

例 えば,水 路 は常 に[所 有 ・管理 ・利用].の 三者 の矛盾 をは らんだまま農業

灌漑 とい う至上単一の 目的のために奉仕 してきた。 これ を可能 としたのは,水

を水循環 として とらえる用排水秩序 と農地利用秩序が結びつ いた,一 貫 した 自

然利用の秩序 と,こ れを支 える村落共同体 の上 に立つ所有 と経営が一体 になっ

たホモジニアスな自作農の共同的 自治であ った。 しか し,土 地 の所有 と利用の

分離(農 業 にお ける所 有 と経営の分離)と 利用のさらなる分化(土 地利用 と水

利用)が 保証 される,日 本の土地所有権(概 念)の 絶対性 は三者の矛盾を顕在

化 させつつ,異 常な地価高騰 を可能 と している。

さらに,現 在 も幹線農業水路 には電線路 の敷設,並 びに電線柱 など工作 物所

有のための地役権 が設定 されてい るが,今 後は光 ファイバ ーの敷設や ジオフロ

ン ト開発な どにより,地 中権を含めて地役権の社会的機能は次第に高め られ る

傾向にあ り.農 業水路の ような線的 インフラス トラクチ ュアの土地 をめ ぐる問

題は表面化 してこよう。 これ ら資本主義の発達 に伴 う工業化 と都市化 によって.
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都市の インフラス トラクチュアがスプロール的な破壊現象 を呈 しつつ解体 して

い くことの意味,あ るい は所有の対価 と利用の対価 はどのように決め られ誰に

帰属するのか,は 経済学の課題であ る。

土地改良区につ いて も,都 市部 においては農地的土地改良の展望 は既 に見い

だせない状況 といって も過言ではな く,実 質的には土地 と離れ た水 の専 門管理

機関に変容 している。技術は社会 システ ムを固定化 させ る有力 な物質的基礎 で

あ り,水 利慣行は配水技術 の変革によ りその基礎 を失い,水 利 を核心 とした地

域共同体 も都市化社会 に移行す ることで衰退 した。土地改良区は発足当時の組

織 目的か ら離れた所 に到着 しなければな らなか ったのである。

そ して,な おその前 には従来の自然的 ・技術的問題 とは異なる 「新たな社会

経済 システムの構築」 とい う課題が横たわ っている。例 えば,土 地改良区の賦

課金が非農家受益者 にも課せ ら.れているとい う現在の仕組みは,明 治期 と異な

る意味で 「利用者(耕 作者)不 在」 の土地所 有権 の絶対性を是認す ることにつ

ながるとみ ることもで きよう。 これ を地域 イ ンフラス トラクチ ュアの公平な費

用負担 に転化す る問題26),よ り抜本的には,都 市部 にお ける総合的な水管理主

体 の構築 の問題が,そ の背後 に 日本 の[私 一共一公]の あ り方 を問い なが ら

迫 っている。さらに,慣 行水利権の問題 を含 む公水管理 の延長 には資源 と して

の水の経済財化の問題が提起 されている、,

3.共 同体 論 として の水利 組 合 史

水利 慣 行 とは,自 然 流下 に農業 水利 の全 てが 制約 され る技術 段 階 におい て,

市 場経 済 的 な水 利 用 を排 した 農業 用水 の配分 と排 水処理 に関す る慣 行 的 な水 利

秩 序 を意 味す る。 それ は,河 川流域 を覆 う相 当 に広 域 な地域 社 会 の 中で,水 を

め ぐる村 落共 同体 どう しの 熾 烈な 力 関係 を背 景 に して展 開 され る,強 者 が 弱 者

26)平 成になって,公 的関与がますます増大する方向で,土 地改良事業について画期的な転換がな

されつつあるという。ユ989年度には広域農業水利施設総合管理事業」が創設され,ま た,1991年
度からは公的負担が拡充されるとともに,土 地改良事業の総称を 「農業基盤整備事業」から 「農

業農村整備事業」に改称されたなど。(志村博康 「水利の風土と近代化」29ページ)。
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を封 じる静 的均衡 を保つためのロー カル ・ルール とも言 える。

水利土功会は共 同体 どうしの調整のためだ けで はな く,政 府への陳情等 自ら

の要求のために,私 セ クター連合 ・共セ クター として結成された もので もある.

これ らの共 セクターは行政 の公あるいは官セ クターに対 して,主 体性,内 発性,

自立性 を もって組織運営や事業にあたる ことによって機 能を全 うしうるが,そ

の連帯,自 己統制 の強さは常に体制側 に転化 される危険性 を内包 している。

実際,水 利土功会が体現 す る地域社会の 「私的 自治」 は,公 との対抗 関係 を

著 しく欠いた 「官製 自治」 として水利組合 に吸収 され,国 家行政機構 に編入 さ

れてい く。村や町 を介 しての民衆支配,と い う近世 の支配形式は,共 同体的な

社会規範の物理的基礎 としての地主制や水利慣行 に引 き継がれて,再 編強化 さ

れ てい った と言え よう。

しか し,そ の後 の水利組織 の歴史は,こ れがその時代 の土地支配関係や生産

関係 に規定 された社会構造,支 配構造であって,産 業構造の移行 に伴いその関

係 もまた変化 してい くことを示 してい る。本稿で と りあげた農業水路 と下水道

の関係がそれであ る。'

さらに将来的 には,[共]'に 対す る[公]の 取 り込み に解消 されえぬ独 自性,

例 えば,農 民がいな くて も 「水系」 としての生活手段 の管理等が問題 として生

じて くる。 その背景に,旧 い生産様式が新 しい生産様式 によ って乗 り越 えられ

る時,前 者 と結 びついていた従前の共同体 は崩壊するが,そ れ にかわ る新 しい

共同体(コ ミュニティ)と は どのよ うな構成原理 に基づ くもので,そ の主体 と

範域 と基盤 はどのようなものか,が 問題 として浮かび上が って くる。

4.お わ りに

水利組織 の考察 は,資 本主義 の確立 に伴 う都市化 と工業化の過程で,地 域社

会の用排水管理の共同業務を総合的に監視す る習慣や伝統(・ 水利 システム),

即ち,か つ て強固に水を制御 していた社会 システムが いったん解体 し,形 骸化

されつつ現代にまで引 き継がれた ものを,新 しい生産関係 とよ り高度な技術段
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階 と多 くの情 報の下 において,い か に再 度,水 を制御,再 生 させ,「 水 と地域

の豊か な関係 」 を創 りあ げるか を問 うもの と言 えよ う。現代 の都市 コ ミュニ

テ ィは都市 自治体 としての主体性を もって地域 の中心的資源 としての水資源 を

総合的 に管理 し,そ れによってアメニテ ィの高い地域社会 をよ り新 しい条件の

下で再生する必要 に迫 られているのであ る。

例 えば,農 業水路は農業生産のための特化 した施設か ら多面的な都市基盤 イ

ンフラス トラクチ ュアとして,土 地改良区について も,社 会的分業 の一形態で

あ る 「農地のための土地改良」のための農業団体 か ら,「 災害 に強 く快適 な都

市基盤づ くりのための土地改良」 とい う新 しい公共性 を担 う公的団体 として,

(既に実態 と しては担 っているその今 日的 な役割 を)い か に行政 と地域住民が

正 しく評価 し,そ れにふさわ しい位置づ けを付与す るかが重要であ る。

そ して,土 地改良区自身 もそれにふさわ しく,慣 習 と伝統を大宗 とす る伝統

的 ・共 同体的組織か ら地域資源を民主的に制御 ・管理す る公的団体 として 自覚

を高める ことが要求され よう。他の地域団体 について も同様にその潜在力 と役

割 を再評価 し,都 市 コ ミュニテ ィの主体 の一翼 として構想す るこ とは都市 コ

ミュニテ ィの予備的考察の意義を もつ もの といえるのではないだろうか。

従 って,次 には,都 市化 による都市の機能分化 と都市生活者 の疎外状況を克

服するために,公 務労働 を介 して 「より高い生活の共同性」を人為 的に創 出 し,

その中か ら新 しい共同体 が出現す る道筋 について展望す ることが新 たな課題 と

なって こよう。


